
 

1 

 

平成２７年９月市議会定例会提案説明 

 

本定例会に提案いたしました諸議案の説明に先立ちまして、所信の一端

を申し述べさせていただきます。 

 

１．はじめに 

改正公職選挙法が７月２８日に成立し、来年夏に予定されている参議院

選挙から、「鳥取と島根」などの選挙区を統合する、いわゆる「合区」など

で選挙区全体の定数が「１０増１０減」となることが決まりました。参議

院選挙が始まった昭和２２年以降、都道府県単位だった選挙区が見直され

るのは、今回が初めてのことです。 

首都圏への過度な人口集中を是正するため、地方創生の取り組みが全国

で進められている中で、人口が少ないという理由だけで行われる選挙区の

統合は、鳥取県を挙げて取り組もうとしている地方創生に水を差すもので

あり、まさに地方の切り捨てに繋がりかねないと大変危惧しています。 

私は、参議院選挙制度改革に当たっては、人口の多寡にかかわらず、都

道府県単位による代表が国政に参加する仕組みを維持するよう、鳥取県市

長会を通して国をはじめ関係団体等に強く働きかけてまいりました。国に

おかれては、県民・市民の声に真摯に耳を傾け、いま以上に地方の意見が

国政に反映される仕組みを検討するよう切望するものであります。 

明治９（１８７６）年、鳥取県は島根県に併合された歴史があります。
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その際、鳥取県再置運動に奔走された初代鳥取市長の岡崎
おかざき

平内
へいない

氏をはじ

めとする多くの先人たちが、５年後の鳥取県の再置を実現されました。私

も、鳥取市が活力あるまちとして発展し続けるため、山陰両県の市長会、

議長会に呼びかけを行い、連携して９月１８日に国へ要望書を提出するこ

とを計画しております。今後も、あらゆる機会を通じて働きかけを強める

ことを決意しています。 

 

本市が、平成３０年４月の移行を目指す中核市については、８月４日に

開催された県・市協議会において、県から移譲される事務事業を 

２，２１１とすることで大筋合意しました。今後は、必要な組織体制や職

員数、財政影響額等について検討・調整を行うとともに、県東部４町の保

健所関連業務等を県が本市に委託する方針が固まったことを受け、これを

盛り込んだ「鳥取市保健所設置基本構想」の年内策定を目指してまいりま

す。 

国は、活力ある社会経済を維持し、均衡のとれた国土発展のための拠点

づくりとして、中心都市と近隣の市町村とが連携して形成する「連携中枢

都市圏」の取り組みを進めています。この中心都市は中核市であることが

条件となっており、福井市以西の日本海側において、この条件を満たすの

は本市と松江市の二市のみであります。 

昨年５月に成立した改正地方自治法により、特例市制度が廃止となった

今、経過措置が終了するまでに中核市への移行を果たさなければ、本市は
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一般市のままとなります。これまで特例市としてけん引してきた山陰東部

圏域の活力は衰退し、松江市を中心とする中海圏域への公共投資や民間資

本の集積が進むのではないかと懸念するところです。県庁所在市であり、

山陰を代表する本市が、将来にわたり山陰東部圏域をけん引しながら一層

発展し続けることで、市民が住んで良かった、住み続けたいと思う鳥取市

が実現すると確信しております。 

 

中核市移行の取り組みと併せ、市民がいつまでも安全・安心に住み続け

られるまちづくりを重点的に推進していく必要があります。新本庁舎の建

設については、７月に「みんなでつくる とっとり市庁舎の考え方」を設

計の基となる基本計画として取りまとめて以降、新本庁舎建設委員会では、

２か月で４回にわたり委員会を開催していただき、設計者の選定方法や要

件などについて積極的にご議論いただいているところです。引き続き、費

用の抑制に最大限努めながら、市民の安全・安心なくらしを支える拠点と

なるよう取り組みを進めてまいります。 

 

２．地方創生について 

鳥取市創生総合戦略・人口ビジョンについては、今月末の策定を目指し

ています。次世代の鳥取市を担う「ひとづくり」、誰もが活躍できる「しご

とづくり」、賑わいにあふれ安心して暮らせる「まちづくり」を戦略の三本

の柱とし、合計特殊出生率１．８、正規雇用の創造５，０００人以上、移
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住定住１，１００世帯以上の実現を目標に掲げることを計画しており、鳥

取市総合企画委員会をはじめ、各種団体や市民各層からいただいた、鳥取

市らしい個性を生かした施策を盛り込みながら、実効性の高い総合戦略と

なるよう取り組みを進めています。この戦略の推進により、若者が希望を

持って働き、安心して子どもを産み育て、その豊かな暮らしが次世代へと

つながる鳥取市を実現してまいります。 

 

地方創生に欠かせないシティセールスでは、昨年 7 月から「すごい！鳥

取市」キャンペーンを展開しています。自然や行事、産物など、キラリと

光る素材を「鳥取市のすごいネタ１００選」にまとめ、全国発信したこと

で、多くの方に本市の魅力を知っていただくことができました。 

この機を逃さず、次なる攻めの一手として、「すごい！鳥取市」シーズン

２を始動させます。 

本年７月には、新進気鋭の人気写真家、浅田
あさだ

政
まさ

志
し

氏を招へいし、高校・

大学の写真部に所属する学生と一緒に、市内各所で「すごい！ネタ」を撮

影していただきました。１１月２日には、浅田氏が撮り下ろした「すごい！

鳥取市」公式フォトガイドブックの出版記念イベントを東京で開催するこ

ととしています。このイベントに先駆けて、本年７月には、公式ホームペ

ージにインターネットユーザーが発掘した本市の魅力を投稿できる機能を

追加しており、それぞれの事業の相乗効果で鳥取市の知名度をさらに高め

てまいります。 
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３．次世代の鳥取市を担う「ひとづくり」 

本市の「めざす子ども像」である「ふるさとを思い 志をもつ子」の育成

に向けて、学校・家庭・地域が協力して様々な取り組みを実施しています。 

福部地域で、平成２８年４月に開校を目指す幼小中一貫校づくりの取り

組みでは、かつてないグローバル化に対応した魅力ある学校づくりを、地

域を上げて進めていくこととしており、今議会では、この一貫校の校名を

「福部未来学園」とする鳥取市学校条例の改正を提案しています。 

スポーツによる「ひとづくり」では、平成３２年の東京オリンピック・

パラリンピックに向け、本年６月に「鳥取市東京オリ・パラキャンプ実施

委員会」を立ち上げました。県・競技団体・経済団体・観光関連団体等と

一丸となって誘致活動を展開しており、将来有望な小学生を中心とした卓

球全日本ホープスナショナルチームの合宿や、北京オリンピック金メダリ

ストのアサファ・パウエル選手をはじめとするジャマイカ陸上チームのキ

ャンプ受け入れをすでに実現しました。来年度は、第２７回日本パラリン

ピック陸上競技選手権大会や全国高等学校総合体育大会相撲競技・ホッケ

ー競技も本市で開催されることが決まっています。本市に居ながら国内外

のトップレベルの競技技術やトレーニング方法を目の当たりにできること

は、本市のスポーツ振興や国際的視野をもった子どもの育成に大きく役立

つものと確信しており、今後も、全国大会誘致やトップアスリートの合宿

の受け入れを一層進めてまいります。 
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４．誰もが活躍できる「しごとづくり」 

自然に恵まれた本市は、太陽光、風力、小水力、木質バイオマスなど、

自然エネルギーの宝庫であり、これらの地域資源を最大限に活用した新た

な産業の育成は本市のさらなる発展の契機となると考えます。 

このことから、このたび、民間企業との共同で、自然エネルギーの地産

地消と災害に強いまちづくりの推進を目的とした新たな地域エネルギー会

社を設立しました。また、本年度中には、本市も参画し、再生エネルギー

の発掘等の支援を行う合同会社も立ち上げることとしています。今後は、

これらの取り組みを最適に組み合わせることで地域エネルギーの活用を加

速させ、エネルギー分野をはじめとする成長産業の振興による雇用の創出

と地域経済の活性化を図ってまいります。 

 

起業に合わせてＵＪＩターンを考えている方々を呼び込むとともに、地

元に居ながらにしての起業を促進することを目的に今年度から取り組んで

いる、『起業のまち「鳥取」創造プロジェクト事業』が順調に進んでいます。 

起業家に対して、魅力的な企画への磨き上げを支援するとともに、その

企画に共感する地域住民の気軽な資金支援・参加機会を確保するため、 

７月６日に、金融機関と共同して県内初となるクラウドファンディングサ

イト「ＦＡＡＶＯ（ファーボ）鳥取」を開設しました。この取り組みを通

して地域の起業に対する機運を盛り上げ、新規開業・創業や新商品開発を



 

7 

 

一層促進してまいります。 

 

５．賑わいにあふれ安心して暮らせる「まちづくり」 

企業誘致、子育て支援などにより、ＵＪＩターン者に対する移住定住施

策の充実を進める中、さらに取り組みを強化します。 

移住希望者の多様なニーズを踏まえ、ペットと一緒に一定期間宿泊でき

る「お試し定住体験施設」を新たに中心市街地に整備するとともに、すで

に移住した方々と移住を検討している方々とが自由に情報交換できる場と

して、新たに「移住・交流情報ガーデン」を開設し、常駐する「移住定住

コンシェルジュ」が、生活していく上での困りごとにきめ細かく対応して

いきます。 

 

これに合わせて、地域の賑わい創出に欠かせない交流人口の増加も図り

ます。本年６月、外国人旅行者向けの広域観光周遊ルートとして、全国の

７地域の１つに、鳥取砂丘と山陰海岸ジオパークを含む関西広域連合の『美

の伝説』が認定されました。また、平成２９年春に運行開始される豪華寝

台列車、トワイライトエクスプレス「瑞風
みずかぜ

」も、西日本有数の観光地とと

もに鳥取駅に立ち寄ることが決まりました。これらを好機ととらえ、去る

８月１９日、県東部の４町と兵庫県の新温泉町、香美町と連携して「麒麟

のまち創生戦略会議」を立ち上げ、圏域一体のグランドデザインの策定や、

広域連携イベントの開催など広域観光の連携を一層強化することとしまし
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た。 

さらに、かつて北前船が賀露港にも寄港し賑わいを見せた歴史を活かし、

全国の寄港地との連携を深めながら、歴史的資源の活用と広域ネットワー

クの構築を図ることを計画しており、「北前船寄港地フォーラム」の平成 

２９年秋開催に向けた誘致活動も進めていきます。 

これらの取り組みを通じ、本市の観光地としての価値を高め、地域の賑

わいを創出してまいります。 

 

６．財政健全化の推進について 

平成２６年度は、景気の回復基調に加えて、徴収率の向上に努めたこと

もあり、市税が前年度より０．９％増、２億円の増収となるなど、明るい

兆しが見えた年となりました。このような中、本市は、「いつまでも暮らし

たい、誰もが暮らしたくなる自信と誇り・夢と希望に満ちた鳥取市」の実

現に向けて、保育料軽減の検討、地区公民館・保育園・小中学校の耐震対

策、新布袋工業団地の整備推進、大阪中之島での情報発信拠点の設置をは

じめ、プレミアム商品券の発行や低所得者向け灯油購入助成など、安心・

安全なまちづくり、雇用の創出、地場産業の活性化、消費喚起といった施

策を積極的に展開し、市民福祉の向上に努めました。 

その結果となる平成２６年度決算は、１６の特別会計を含むすべての会

計において黒字決算となりました。一般会計歳出が９００億円を超える大

規模な決算となりましたが、将来にわたり安定した行政サービスを提供で
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きる財政基盤の確立に努めています。 

一般会計の年度末市債残高は、９年連続の減少となる９６４億８千万円、

基金残高も７年連続増加の１３８億２千万円となり、財政の健全性はさら

に前進しました。 

また、財政健全化判断比率を見ても、実質公債費比率は１２．９％に、

出資法人等の負債も含めた将来の財政負担の度合いを示す将来負担比率は

８７．３％となるなど、公表が義務付けられて以降、７年連続の改善とな

っています。 

本年度は、普通交付税の合併算定替の段階的縮減を踏まえた第６次行財

政改革大綱の計画期間の初年度です。今後も全庁一丸となって、行財政改

革を強力に推進し、市民サービスの向上と財政の健全化を両立させてまい

ります。 

 

７．議案の説明 

それでは、本定例会に提案いたしました諸議案につきまして説明申し上

げます。 

議案第１０６号から議案第１１２号までは、一般会計及び特別会計の補

正予算でありまして、市政の課題等に対応するため重点的に実施する事業

などの経費を計上したものです。 

議案第１１３号から議案第１１７号までは、一般会計及び特別会計並び

に企業会計の平成２６年度決算について、議会の認定に付す案件です。 
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議案第１１８号は、地方公務員等共済組合法の一部改正等に伴い、所要

の整理を行うため、関係する条例を一部改正するものです。 

議案第１１９号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の施行に伴い、個人番号の通知カード等を再発行す

る場合の手数料などを定めるため、関係する条例を一部改正するものです。 

議案第１２０号は、特別医療費の助成対象を拡大するとともに、所要の

整備を行うため、関係する条例を一部改正するものです。 

議案第１２１号は、麻生児童館、下佐貫児童館及び気高児童館の管理を

指定管理者に行わせるに当たり、関係する条例を一部改正するものです。 

議案第１２２号は、砂の美術館の観覧料に新たに特別観覧料を定めるに

当たり、関係する条例を一部改正するものです。 

議案第１２３号は、幼小中一貫校の実施に向けて、福部幼稚園、福部小

学校及び福部中学校の名称変更を行うに当たり、関係する条例を一部改正

するものです。 

議案第１２４号は、河原町稲常グラウンドゴルフ場を新たに多目的スポ

ーツ広場に位置付けるに当たり、関係する条例を一部改正するものです。 

議案第１２５号は、避妊処置の方法を見直すに当たり、手数料を変更す

る必要が生じたため、関係する条例を一部改正するものです。 

議案第１２６号は、今議会に提案している予算案のうち過疎対策事業債

の活用を計画している事業を鳥取市過疎地域自立促進計画に位置付けるに

当たり、必要な議決を得ようとするものです。 
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報告第１５号は、鳥取市土地開発公社ほか１９法人から、平成２６年度

の経営状況を説明する書類が提出されましたので、地方自治法の規定に基

づき報告するものです。 

報告第１６号は、地方独立行政法人法の規定に基づき、公立大学法人公

立鳥取環境大学評価委員会から、環境大学の平成２６年度実績に対する評

価報告がありましたので報告するものです。 

報告第１７号は、リースしていた公用車の事故に伴い、リース契約の中

途解除が必要となり、その解約金を支払うこととなった案件について、平

成２７年１月１４日に専決処分しましたので報告するものです。 

報告第１８号は、江波
えなみ 

大根木谷
おおねぎだに

市行造林間伐業務委託料の支払が遅延し

たことに伴い損害金を支払うこととなった案件について、平成２７年７月

３１日に専決処分しましたので報告するものです。 

報告第１９号は、報告第１７号に関連して、事故の相手方に対する損害

賠償の額及び和解について、平成２７年８月３日に専決処分しましたので

報告するものです。 

報告第２０号は、生活保護費の返還金の支払い及び訴訟費用の負担を求

める訴えの提起について、平成２７年８月１７日に専決処分しましたので

報告するものです。 

報告第２１号と報告第２２号は、平成２６年度決算に基づく健全化判断

比率、資金不足比率を監査委員の審査に付しましたので、その意見を付け

て報告するものです。 
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 以上、提案いたしました議案につきまして、ご説明申し上げました。ご

審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 


